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 佐賀地方裁判所は、本日３月２９日、佐賀新聞販売店が申立てた販売店地位保全の仮処分認

容決定を下しました。 

 Ａ販売店は、昭和２０年代から続く老舗の販売店ですが、全国的にみられる急速な新聞離れ

の影響を受け、押し紙の仕入代金の増加に苦しめられてきました。 

 このままでは販売店経営が立ち行かなくなることから、昨年４月、佐賀県弁護会所属の佐藤

潤一弁護士に委任して、仕入れ部数の減紙の申し入れを行うことにしました。 

 佐藤弁護士は、Ａ販売店主に「販売店経営に必要な部数だけを注文すること、新聞社が従前

の部数を供給してきた場合は、押し紙の部数の仕入れ代金の支払いは保留しておくこと」を指

示し、佐賀新聞本社に出向き、佐賀新聞の顧問弁護士を交えた席で、Ａ販売店に対する押し紙

を止めるよう申し出ました。 

 しかし、佐賀新聞社は、佐藤弁護士の数回におよぶ交渉にもかかわらず、Ａ販売店の減紙の

申出には応じることは出来ないという姿勢を変えようとはしませんでした。 

 のみならず、佐賀新聞社は、平成２８年１２月１４日「４月からの滞納金が合計７００万円

を超えていること、減紙の申し入れは社の販売方針や販売店との取引慣行に違反する行為であ

ること」を理由に本年３月３１日の期間満了をもって契約を終了させ、以後は契約を更新しな

い旨を通知しました。 

 これまで、弁護士が新聞社に対し独禁法に基づく押し紙の禁止を求めたのに対し、それを拒

否した例は聞いたことがありません。 

 そのため、佐藤弁護士はＡ販売店の経営を守るため、契約更新拒絶の無効を求める仮処分の

申し立てを行うことを決め、当弁護団に裁判の協力を依頼された次第です。 

  

私どもは、佐賀地方裁判所に対し平成２９年２月２１日付で地位保全の仮処分申請を行い、

これまで２回にわたり担当裁判官の面前で、佐賀新聞の訴訟代理人らと「押し紙の解消」につ

いて議論を行いました。 



第１回目の審尋期日には、当日の押し紙４３９部を持参し、翌日からの減紙を申し出ました。 

しかし、驚くべきことに佐賀新聞代理人は、裁判官の面前で翌日からも従来通りの部数を供

給し続けることを明言し、独禁法違反の姿勢を公然と表明しました。  

 

新聞社の利益のために、販売店に経営に必要のない新聞を供給し続け、販売店を苦境に追い

込んでも当然と考えている佐賀新聞社の姿勢は、佐賀新聞社だけのものではありません。他の

新聞社にも見られる傲慢な経営姿勢です。  

 

 当弁護団の事務所には、中央紙・地方紙を問わず各地から押し紙の相談が寄せられています。

この瞬間にも、押し紙のため経営困難に陥り、倒産の危機に瀕し、苦悩しておられる販売店主

の方々がたくさんおられます。 

 

 メディアの皆さん、特に新聞記者の皆さんへ 

 新聞社の経営は、基本的に紙面広告収入と販売店の新聞仕入代金収入の２本立で成り立って

います。押し紙をなくすことにより、販売店からの収入が減少すると同時に、紙面広告の媒体

価値が少なくなりますので広告料の収入も減少します。従って、新聞社の経営にとっては大き

なマイナスになることは避けられません。 

 しかし、新聞社の経営のために、零細な販売店の店主や従業員、その家族を犠牲にすること

が許されないのは当然です。 

 そのようなことは、社会の木鐸である新聞社がとるべき経営姿勢ではありません。賢明な皆

さまには、釈迦に説法のことと思います。 

 しかし、これまで、どれほどの数の販売店主や従業員、その家族が、新聞社のために犠牲に

供され、人生を狂わされてきたか想像がつきません。 

記者といえども生活があり家族があり、自社の新聞や系列のテレビで押し紙の問題を取り上

げることが事実上できないことは十分理解できます。しかし、押し紙問題をこのまま放置して

おいては、いずれ新聞社本体の存続にかかわってくることが予想されます。 

戦争体験者から、国内的にも世界的にも、きな臭い戦前の空気を感じるとの声が聞こえてきま

す。 

 言論の自由を守り、戦争に反対し、平和の礎となる役割を期待されているマスメディア、と

りわけ新聞の果たす役割は、今後、益々重要になってくると考えています。 

 新聞が、時の権力のいかなる不当な介入も許さず、国民の知る権利を守るという本来の使命

を発揮できるようにするために、記者の皆さんが知恵と工夫を発揮して、まず自分の新聞社の

押し紙問題を解決するために立ち上がられることを切に願っています。 

以 上 

 

 



＊本書面は以下の報道機関に対してＦＡＸにて送付しています。 

佐賀新聞、西日本新聞本社、朝日新聞福岡本部、読売新聞西部本社、毎日新聞福岡本部、

日本経済新聞西部支社、共同通信佐賀支局、時事通信佐賀支局、ＮＨＫ佐賀放送局、サガ

テレビ、ＲＫＢ、ＦＢＳ、ＴＮＣ、ＫＢＣ、ＴＶＱ。 


